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平成２５年第３回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２５年９月１２日（木曜日） 

午前１０時００分 開会 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 会期決定の件 

 第３ 諸般報告 

 第４ 議長報告 

 第５ 報告第16号 例月出納検査結果報告 

 第６ 報告第17号 例月出納検査結果報告 

 第７ 報告第18号 例月出納検査結果報告 

 第８ 報告第19号 例月出納検査結果報告 

第９ 報告第20号 例月出納検査結果報告 

第10 報告第21号 定期監査報告 

第11 報告第22号 平成24年度決算に基づ

く健全化判断比率及び資金不足比率

報告の件 

 第12 報告第23号 平成24年度決算におけ

る市立美唄病院経営健全化計画の実

施状況報告の件 

 第13 議案第48号 美唄市給与条例の一部

改正の件 

 第14 議案第49号 美唄市職員の修学部分

休業に関する条例の一部改正の件 

第15 議案第50号 美唄市国民健康保険条

例の一部改正の件 

第16 議案第51号 美唄市税条例の一部改

正の件 

第17 議案第52号 北海道後期高齢者医療

広域連合規約の一部変更の件 

第18 議案第53号 平成25年度美唄市一般

会計補正予算(第４号) 

第19 議案第54号 平成25年度美唄市国民

健康保険会計補正予算(第１号) 

 第20 議案第55号 平成25年度美唄市介護

保険会計補正予算(第１号) 

 第21 認定第１号 平成24年度美唄市一般

会計決算認定の件 

 第22 認定第２号 平成24年度美唄市民バ

ス会計決算認定の件 

 第23 認定第３号 平成24年度美唄市国民

健康保険会計決算認定の件 

 第24 認定第４号 平成24年度美唄市下水

道会計決算認定の件 

 第25 認定第５号 平成24年度美唄市介護

保険会計決算認定の件 

 第26 認定第６号 平成24年度美唄市介護

サービス事業会計決算認定の件 

 第27 認定第７号 平成24年度美唄市後期

高齢者医療会計決算認定の件 

 第28 認定第８号 平成24年度市立美唄病

院事業会計決算認定の件 

 第29 認定第９号 平成24年度美唄市水道

事業会計決算認定の件 

 第30 認定第10号 平成24年度美唄市工業

用水道事業会計決算認定の件 

 

◎出席議員（１４名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

  副議長  五十嵐   聡 君 

   １番  倉 本   賢 君 

   ２番  長谷川 吉 春 君 

３番  谷 村 知 重 君 

４番  丸 山 文 靖 君 

５番  本 郷 幸 治 君 

   ６番  森 川   明 君 
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   ７番  吉 岡 文 子 君 

８番  桜 井 龍 雄 君 

９番  金 子 義 彦 君 

  １０番  高 田 正 則 君 

  １２番  小 関 勝 教 君 

  １３番  土 井 敏 興 君 

 

◎出席説明員 

市     長  髙 橋 幹 夫 君 

副  市  長  藤 井 英 昭 君 

総 務 部 長  市 川 厚 記 君 

 市 民 部 長  竹 田   隆 君 

保健福祉部長兼福祉事務所長  山 崎 一 広 君 

 経 済 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  本 田 弘 明 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  後 藤 樹 人 君 

 総務部総務課長  佐 藤   崇 君 

 総 務 部 総 務 課 主 査  平 野 太 一 君 

 

 教育委員会委員長  高 橋 泰 浄 君 

 教  育  長  早 瀬 公 平 君 

教 育 部 長  伊 藤 敦 史 君 

  

 選挙管理委員会委員長  竹 山 哲 郎 君 

 選挙管理委員会事務局長  佐 藤   崇 君 

 

 農業委員会会長  西 川 芳 勝 君 

 農業委員会事務局長  吉 田 寿 幸 君 

 

 監 査 委 員  山 口 隆 慶 君 

 監査事務局長  濵 砂 邦 昭 君 

 

◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  中 平 匡 司 君 

 次     長  三 上   忠 君 

 

午前１０時００分 開会 

●議長内馬場克康君 ただいまより、本日を

もって招集されました平成 25 年第３回美唄

市議会定例会を開会いたします。 

 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

    ５番 本郷幸治議員  

    ６番 森川 明議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、会期

決定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日より 10月３日まで

の 22 日間とし、うち９月 13 日ないし９月 17

日、９月２日ないし 10 月２日を休会といたし

たいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

    （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議がありませんので、そのように決定

いたしました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第３、諸般

報告に入ります。 

 諸般報告については朗読を省略いたします。 

 諸般報告について、ご質疑ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 
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 これをもって諸般報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第４、議長

報告に入ります。 

 議長報告についても朗読を省略いたします。 

 議長報告について、ご質疑ありませんか。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって議長報告を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第５、報告

第 16 号例月出納検査結果報告ないし、日程の

第 10 報告第 21 号定期監査報告の以上６件を

一括議題といたします。 

 これより本件について一括質疑を行います。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、報告第 16 号ないし報告第

21号の以上６件を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 11、報告

第 22 号平成 24 年度決算に基づく健全化判断

比率及び資金不足比率報告の件、及び日程の

第 12、報告第 23 号平成 24 年度決算における

市立美唄病院経営健全化計画の実施状況の報

告の件の以上２件を一括議題といたします。 

 本件に関し、報告の説明を求めます。 

 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） おはようござい

ます。ただいま上程されました各案件につい

て、提案理由をご説明申し上げます。 

 初めに、報告第 22 号平成 24 年度決算に基

づく健全化判断比率及び資金不足比率報告の

件であります。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第３条第１項及び第 22 条第１項の

規定に基づき、平成 24 年度決算に基づく健全

化判断比率及び資金不足比率につきまして、

監査委員の審査意見を付して報告するもので

あります。 

 初めに、健全化判断比率につきましては、

連結実質赤字比率が 7.74％、実質公債費比率

が 22％、将来負担比率が 213.4％となりまし

た。なお、実質赤字比率につきましては、黒

字決算を確保したため、該当がなかったもの

でございます。 

 次に、資金不足比率につきましては、市立

美唄病院事業会計が 79.1％となりました。な

お、水道事業会計、工業用水道事業会計、下

水道会計につきましては、資金不足額がない

ため、比率としては算出されないものでござ

います。 

 次は、報告第 23 号平成 24 年度決算におけ

る市立美唄病院経営健全化計画の実施状況報

告の件であります。 

 本件は、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律第 24 条において準用する同法第６

条第１項の規定に基づき、平成 24 年度決算に

おける市立美唄病院経営健全化計画の実施状

況につきまして報告するものであります。 

 初めに、資金不足額解消のための具体的方

策として計画しました収入増加の方策や、人

件費などの費用削減の方策の項目につきまし

ては、効果額が計画額に達することができな

かった項目はありますが、計画した項目につ

いてはすべて実施し、効果額合計では、計画

額を確保いたしました。 

 次に、資金不足額の解消につきましては、

一般会計から 1 億 5,000 万円を前倒しして繰

り入れたことから、解消額は計画より 1 億
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3,774 万 3,000 円多い 2 億 8,365 万 9,000 円

となり、年度末資金不足額は 9 億 5,865 万円

となりました。なお、資金不足比率は、計画

の 104.6％に対し 79.1％で、25.5ポイントの

減少となりました。 

 今後におきましても、経営健全化計画の一

層の推進と救急医療をはじめ、市民が安心で

きる医療提供体制の確保に努めてまいります

ので、ご理解とご協力を賜りますようお願い

いたします。以上でございます。 

●議長内馬場克康君 これより本件について

一括質疑を行います。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、報告第 22 号及び報告第 23

号の以上２件を終わります。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 13、議案

第 48 号美唄市給与条例の一部改正の件ない

し日程の第 17、議案第 52 号北海道後期高齢

者医療広域連合規約の一部変更の件の以上５

件を一括議題といたします。 

 本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

 初めに、議案第 48 号美唄市給与条例の一部

改正の件であります。 

 本件は、平成 24 年の人事院勧告により、世

代間の給与配分を適正化する観点から、50 歳

代後半層における給与水準の上昇をより抑え

るため、55 歳を超える職員の昇給を停止する

内容の改正を行うほか、平成 26 年４月に言語

聴覚士を採用する予定であることから、適用

する給料表を新たに規定する改正を行うもの

であります。 

 次は、議案第 49 号美唄市職員の修学部分休

業に関する条例の一部改正の件であります。 

 本件は、「地域の自主性及び自立性を高める

ための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律」の制定により、地方公務員

法が改正され、上限を２年とされていた修学

部分休業の期間が修学に必要と認められる期

間に改正したことに伴い、必要な改正を行う

ほか、修学部分休業取得中の給与の規定に関

し、減額する給与に教職調整額、地域手当及

び義務教育等教員特別手当を追加するもので

あります。 

 次は、議案第 50 号美唄市国民健康保険条例

の一部改正の件であります。 

 本件は、国民健康保険法の規定により設置

されている美唄市国民健康保険運営協議会の

委員の定数について、被保険者数の規模など

から委員定数を見直すものであります。 

 次は、議案第 51 号美唄市税条例の一部改正

の件であります。 

 本件は、地方税法施行令の一部を改正する

政令及び地方税法施行規則の一部を改正する

省令が平成 25 年６月 12 日に公布され、一部

を除き、同日付けで施行されたことに伴い、

必要な改正を行うものであります。 

 改正の主なものについて申し上げますと、

公的年金などからの特別徴収に関する取り扱

いを定めるなどの改正のほか、法令の改正に

伴う引用条項や条文の整理に必要な改正を行

ったもので、附則において、施行期日及び経

過措置を設けたものであります。 

 次は議案第 52 号北海道後期高齢者医療広
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域連合規約の一部変更の件であります。 

 本件は、住民基本台帳法の一部改正等に伴

い、外国人登録原票が廃止され、外国人住民

は、住民基本台帳の適用対象とされたことか

ら、構成市町村が負担する共通経費の人口割

に係る規定について、必要な変更を行うもの

であります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 ただいま提案理由の説

明がありました議案第 48 号ないし議案第 52

号の以上５件については、大綱質疑にとどめ、

所管の常任委員会に付託の上、審査すること

にいたしたいと思います。 

 これより議案第 48 号ないし議案第 52 号の

以上５件について、一括大綱質疑を行います。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

 よって、議案第 48 号及び議案第 49 号の以

上２件は総務・文教委員会に、議案第 50 号な

いし議案第 52号の以上３件は産業・厚生委員

会にそれぞれ付託の上、審査することにいた

します。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 18、議案

第 53 号平成 25 年度美唄市一般会計補正予算

（第４号）ないし日程の第 20、議案第 55 号

平成 25 年度美唄市介護保険会計補正予算（第

１号）の以上３件を一括議題といたします。 

 本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました各案件について、提案理由をご説明

申し上げます。 

 初めに、議案第 53 号平成 25 年度美唄市一

般会計補正予算（第４号）であります。 

 本件は、第１条歳入歳出予算、第２条債務

負担行為、第３条地方債について補正しよう

とするものであります。第１条歳入歳出予算

の補正につきましては、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ 9,750 万円を増額補正し、補正後

の予算総額を 166 億 2,763 万 2,000 円にしよ

うとするものであります。 

 補正内容は、歳出では、総務費に旧西美唄

小学校校舎が著しい老朽化と豪雪の影響で損

傷が激しく、屋根飛散のおそれがあり危険な

ため、解体を行う公有財産解体事業を、また、

平成 24 年度決算剰余金の２分の１を下らな

い額として、財政調整基金へ積み立てるため

基金積立金を、農林費には、峰延農協が道の

地域づくり総合交付金を活用し、常温倉庫の

低温化改修を行うため水稲生産振興事業を、

また、美唄市農協が同交付金を活用し、そば

用比重選別機を導入するため、畑作生産振興

事業を計上しました。 

 歳入には、対応する財源として、道支出金、

繰越金、市債を計上するものです。債務負担

行為の追加につきましては、国営緊急農地再

編整備事業美唄地区が平成 25 年度に事業着

手するため、地元負担分 6.7％のうち、市が

４％を負担することとし、事業完了の翌年度

である平成 37 年度に一括償還することから、

新たに債務負担行為を追加するものでありま

す。地方債の変更につきましては、公有財産

解体事業の増額に伴い、過疎地域自立促進特

別事業債の限度額を増額しようとするもので

あります。 

 次は、議案第 54 号平成 25 年度美唄市国民



 - 6 - 

健康保険会計補正予算（第１号）であります。 

 本件は、第１条歳入歳出予算について補正

しようとするものであります。 

 歳入歳出予算の補正につきましては、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ1億0,910万9,000

円を増額補正し、補正後の予算総額を 39 億

5,061万円にしようとするものであります。 

 補正内容は、歳出では、基金積立金に国民

健康保険支払準備基金への積立金を、諸支出

金には、平成 24 年度国庫支出金等の過年度精

算に伴う返還金所要額を計上しました。歳入

には、対応する財源として繰越金を計上する

ものです。 

 次は、議案第 55 号平成 25 年度美唄市介護

保険会計補正予算（第１号）であります。 

 本件は、第１条歳入歳出予算について補正

しようとするものであります。歳入歳出予算

の補正につきましては、歳入歳出予算の総額

にそれぞれ 2,057 万 8,000 円を増額補正し、

補正後の予算総額を 26億 5,944万 9,000円に

しようとするものであります。 

 補正内容は、歳出では、基金積立金に介護

給付費準備基金への積立金を、諸支出金には、

平成 24 年度保険給付費及び地域支援事業費

の過年度精算に伴う返還金所要額を計上しま

した。 

 歳入には、対応する財源として、道支出金、

繰越金を計上するものです。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

 ただいま提案理由の説明がありました議案

第 53 号ないし議案第 55 号の以上３件につい

ては、大綱質疑にとどめ、後ほど設置いたし

ます特別委員会に付託の上、審査することに

いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 これより議案第 53 号ないし議案第 55 号の

以上３件について、一括大綱質疑を行います。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって一括大綱質疑を終結いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 議案第 53 号ないし議案第 55 号の以上３件

については、13 人の委員をもって構成する予

算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 ただいま設置されました予算審査特別委員

会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、 

   倉本 賢議員、長谷川吉春議員、 

   谷村知重議員、丸山文靖議員、 

   本郷幸治議員、森川 明議員、 

   吉岡文子議員、桜井龍雄議員、 

   金子義彦議員、高田正則議員、 

   五十嵐聡議員、小関勝教議員、 

   土井敏興議員 

の以上 13 人の議員を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第 21、認定

第１号平成 24 年度美唄市一般会計決算認定

の件ないし日程の第 30、認定第 10 号平成 24
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年度美唄市工業用水道事業会計決算認定の件

の以上 10 件を一括議題といたします。 

 本件に関し、提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

●市長髙橋幹夫君（登壇） ただいま上程さ

れました認定第１号平成 24 年度美唄市一般

会計決算認定の件、認定第２号平成 24年度美

唄市民バス会計決算認定の件、認定第３号平

成 24 年度美唄市国民健康保険会計決算認定

の件、認定第４号平成 24年度美唄市下水道会

計決算認定の件、認定第５号平成 24年度美唄

市介護保険会計決算認定の件、認定第６号平

成 24 年度美唄市介護サービス事業会計決算

認定の件、認定第７号平成 24 年度美唄市後期

高齢者医療会計決算認定の件、認定第８号平

成 24 年度市立美唄病院事業会計決算認定の

件、認定第９号平成 24 年度美唄市水道事業会

計決算認定の件及び認定第 10 号平成 24 年度

美唄市工業用水道事業会計決算認定の件、以

上 10 件について、一括提案理由をご説明申し

上げます。 

 本件は、それぞれ地方自治法及び地方公営

企業法の規定により、監査委員の審査意見を

付して議会の認定を求めるものであります。 

 よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

 ただいま提案理由の説明がありました認定

第１号ないし認定第 10 号の以上 10 件につい

ては大綱質疑にとどめ、後ほど設置いたしま

す特別委員会に付託の上、審査することにい

たしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 これより認定第１号ないし認定第 10 号の

以上 10 件について、一括大綱質疑を行います。 

    （「なし」と呼ぶ者あり） 

 これをもって、一括大綱質疑を終結いたし

ます。 

 お諮りいたします。 

 認定第１号ないし認定第 10 号の以上 10 件

については、12 人の委員をもって構成する決

算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、

審査することにいたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員

会委員の選任については、委員会条例第８条

第１項の規定により、 

    倉本 賢議員、長谷川吉春議員、 

    谷村知重議員、丸山文靖議員、 

    本郷幸治議員、森川 明議員、 

    吉岡文子議員、桜井龍雄議員、 

    金子義彦議員、高田正則議員、 

    五十嵐聡議員、小関勝教議員 

の以上 12 人の議員を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 以上をもって、本日の

日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

 

    午前１０時２２分  延会 
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    以上会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するためここに  

 

   署名する。  

 

 

 

        議    長                

 

 

        署 名 議 員                

 

 

        署 名 議 員                

 

 


